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「第二期柏市子ども・子育て支援事業計画」
の概要について

令和２年度第１回柏市子ども・子育て会議
【書面開催】

（令和２年７月２０日（月））

資料２



2

計画期間は令和２年（2020年）～令和６年（2024年）まで
の５年間となります。

「第二期柏市子ども・子育て支援事業計画」策定経過

平成３０年７月 第二期柏市子ども・子育て支援事業計画の策定準備

平成３０年７月～令和２年３月 「柏市子ども・子育て会議」にて計画に
ついて審議（計１１回）

令和２年３月 「第二期柏市子ども・子育て支援事業計画」策定

平成３０年１１～平成３１年１月

「第二期子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査」を実施
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子ども・子育て支援事業計画に規定する事項

①市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その
他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとす
る。

②市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況
その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区
域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども
の区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護す
る小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係
るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその
実施時期

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み
並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

③市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定め
るよう努めるものとする。
一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並び
に日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道
府県が行う施策との連携に関する事項
三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連
携に関する事項

④市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保
育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。

⑦市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条
第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ども
の保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。

子ども・子育て支援法第６１条（抜粋）
計画期間を５年とする
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子ども・子育て会議の役割

子ども・子育て支援法第７７条（抜粋）

① 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよ
う努めるものとする。

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理すること。

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該
施策の実施状況を調査審議すること。

② 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭
の実情を十分に踏まえなければならない。

③ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例
で定める。

教育・保育施設，地域型
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定
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第二期計画の施策体系と関連計画

柏市男女共同参画推進計画

第二期柏市子ども・子育て支援事業計画

柏市母子保健計画

柏市放課後子ども総合プラン

柏市ひとり親家庭等自立
促進計画

部
門
計
画
と
し
て
位
置
付
け

※その他，関わりのある計
画とも整合を図り策定

整合性を図っている
別の部門計画 等

柏
市
総

合
計
画

施策体系

柏市地域健康福祉計画

柏市教育振興計画

柏市生涯学習推進計画

ノーマライゼーションかし
わプラン

柏市こどもの貧困対策推
進計画

計画Ｐ.20に記載


